
■障害年金の無料相談会■　社会保険労務士が個別に相談に応じます。事前に申込みが必要です。�とき●10月15日（火）午後1時30分～4時30分
ところ●成田商工会議所　申込み・問合せ●NPO法人みんなでサポートちば☎�070-1541-7661（申込専用）

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき●10月26日（土）午後1時～4時　ところ●船橋市勤労市民センター　問合せ●千葉中央法律事務所☎�043-225-4567

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。

市外局番の記載がないものは「0479」です。

●消費者相談
　10月11日（金）
午前10時～午後3時
コミュニティプラザ2階 第2研修室
次回は11月8日（金）開催予定
申込期間11月1日（金）まで
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　10月11日（金）
午前10時～午後5時
役場1階 第2会議室
対象15歳以上40歳未満の自立（就
労）に悩みを抱えている若者または
その保護者
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880

●住民相談
　10月21日（月）
午前9時30分～午後3時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係
☎76-5401

●家庭教育相談
　（火・水・木曜日）
午後1時30分～3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
問生涯学習課社会教育係
☎76-7811

●心配ごと相談
　（毎週水曜日）
午後1時30分～3時30分
社会福祉協議会
問社会福祉協議会
☎76-5940

●健康相談
　（月〜金曜日）
午前9時30分～11時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185

●司法書士相談
　10月12日（土）
午後1時～5時
旭市民会館
内容登記・法律・債務整理など
予約10月10日（木）まで
問司法書士桜井事務所
☎22-0186

●行政書士相談
　10月13日（日）
午後1時30分～4時
匝瑳市民ふれあいセンター
内容相続・遺言・協議書など
問加藤行政書士事務所
☎73-4751

　老人クラブではこの秋、催し物が盛りだくさん。
　皆さんの参加をお待ちしています。

老人クラブ会員大募集！
　老人クラブでは、他にも楽しいイベントがたくさんあります。入会
希望や興味のある方は単位老人クラブか老人クラブ事務局までお気軽
にご連絡ください。

【多古町老人クラブ会員研修旅行】
とき● 10 月 30 日（水）～ 31 日（木）
ところ●静岡県下田温泉
参加費● 26,700 円
申込期限● 10 月 18 日（金）まで
※一般の方も申込み可

【チャリティーグラウンドゴルフ大会】
とき● 11 月 19 日（火）� ※雨天順延
ところ●西古内グラウンド
参加費●チャリティとして
　　　　1人 200 円以上
申込期限● 11 月 8日（金）まで

共通申込み・問合せ●多古町老人クラブ連合会事務局☎ 76-5940

老人クラブからお知らせ

ご協力をお願いします
愛の献血�

とき●10月31日（木）
　午前10時～11時45分
　午後1時～4時
ところ●役場附属棟
問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎�76-3185

地域の人たちと触れ合う場を
県立飯高特別支援学校�

■第2回学校公開
とき●10月16日（水）
　午前9時30分～11時30分
申込み●10月4日（金）までに氏名・
　所属等を電話または FAX
■第5回 樹

き

望
ぼ う

祭
さ い

とき●10月26日（土）
　午前9時30分～午後2時25分
内 容●発表や遊びコーナー、作業学
習製品展示・販売、近隣福祉施設
の紹介�等

問合せ●県立飯高特別支援学校
　（匝瑳市飯高1692）
　☎�70-5001　FAX�70-5123

第35回 銚洋祭
県立銚子特別支援学校�

とき●10月26日（土）
　午前9時30分～午後2時30分
内 容●幼児児童生徒による作品展示
や催し物の発表、作業製品販売�等

問合せ●県立銚子特別支援学校
　☎�22-0243

無料相談いろいろ

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

お知らせ
交通事故などで国民健康保険を使う場合は届出を

　国民健康保険の加入者が交通事故や暴力行為などの第三者（加害者）に
よってケガをした場合も、国民健康保険で治療が受けられます。しかし、
その治療費は原則として第三者（加害者）が負担するものであり、国民健康
保険が一時立替えて、その後に第三者（加害者）に返還していただくことに
なります。もし交通事故にあってしまったら、すぐ警察に届け出るととも
に、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、住民課国保年金係に届け
て「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。
※�飲酒運転や無免許運転などの法令違反の場合、業務上（仕事や通勤中）の
ケガなど労働災害保険の対象となる場合は国民健康保険が使えません。

問合せ●住民課国保年金係☎ 76-5405

千葉県動物愛護センターからお知らせ
■犬のしつけ方教室 基礎講座 【事前予約制】※飼い犬は同伴できません。
とき● 10 月 3日（木）、11 月 6日（水）、12 月 5日（木）
　午前 10 時～正午（受付は 9時 30 分）
受講料●無料　募集人員●先着 20 組

■犬のしつけ方教室 実技講座 【事前予約制】※飼い犬同伴
とき● 10 月 3日（木）、11 月 6日（水）、12 月 1日（日）
　午後 1時～ 3時（受付は午後 0時 30 分）
受講料● 3000 円（消費税別）　募集人員● 3組以上 10 組まで
※実技講座は（公財）千葉県動物保護管理協会が開催します。

問合せ●千葉県動物愛護センター（富里市御料 709-1）☎ 0476-93-5711
　　　　（公財）千葉県動物保護管理協会☎ 043-214-7814

消費税引き上げに伴う水道料金改定
　10 月 1日に消費税が 10％に引き上げられることに伴い、同日以降の水
道使用に係る水道料金について消費税を引き上げる内容の改定を行います。
　ただし、9月 30 日以前から継続して水道を利用している場合は、経過
措置として、10 月 1 日以降の初回の検針分に限り、従来の消費税 8％を
適用し、12 月・令和 2年 1月分より消費税 10%を適用します。
※10月1日以降から水道をご利用される場合は、経過措置の対象となりません。
問合せ●生活環境課水道係☎ 76-5406

　不正軽油の製造・販売・使用は、
脱税行為だけでなく、県民の健
康や地域の環境に悪影響を与え
る犯罪行為です。10月は、不正
軽油の撲滅を目指して全国一斉
にさまざまな取り組みが行われ
ます。県では、この期間に合わせ、
集中的な調査を実施します。不正
軽油は買わない、売らない、使わ
ない、県民の皆様のご協力をお願
いします。
問合せ●香取県税事務所
　☎�0478-54-1314

『NO！不正軽油宣言・千葉』

　原則として毎月の最終日曜日を『休日開庁日』とし、住民課と税務課の窓
口で住民票や各種証明書の交付を行っています。（税務課では町税等の納
付もできます）
　『休日開庁日』に取り扱う業務は次のとおりです。
開庁日時● 10 月 27 日（日）�午前 9時～午後 5時

○証明書類交付業務（住民票、印鑑証明、戸籍証明、住所証明）
○パスポート交付業務
※パスポートの交付については午前 9時～午後 4時 30 分までです。
　なお、申請の受付業務は行っておりません。

○証明書類交付業務
　�納税証明（住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税）、
　所得証明、住民税課税・非課税証明、固定資産課税台帳登載証明、
　資産証明、固定資産税評価額証明、固定資産税公課証明　
○町税等の収納業務（町税、国民健康保険税、介護保険料）

住民票や各種証明書の休日交付を行っています

相談内容●夫婦・親子関係、離婚、遺産相続、多重債務、交通事故、
　土地建物等
※ただし、現在訴訟中または調停中の事件は除きます。

調停委員・弁護士による無料調停相談会

　皆さんでドローンの活用の可能性について考えてみませんか。
　今回は農業分野・空撮の部に分けて行います。
◇消毒の部（稲・ニンジン・ジャガイモ・大和芋・サツマイモ等）
◇空撮の部（緊急時・災害時の状況確認、作物の病気確認）
とき●10月3日（木）午前8時30分～11時
ところ●飯笹青年館前水田　受付●飯笹青年館（多古町飯笹562-1）
問合せ●飯塚;090-3238-3426

ドローン実演会を開催します

事前申込不要

東金会場 横芝光会場

日　時
10 月 13 日（日）

午前 10 時～午後 3時
10 月 26 日（土）

午前 10 時～午後 3時

場　所
東金中央公民館

（東金市東岩崎 1-20）
横芝光町文化会館

（横芝光町横芝 922-1）

問合せ
東金簡易裁判所
☎ 0475-52-2331

千葉家庭裁判所八日市場支部
☎ 72-1300

■住民課☎ 76-5401

■税務課☎ 76-5402

　建築基準法では、建物の安全性を確保し、皆さんの生命や健康、財産を
守るため、建物の敷地や構造などに関するさまざまな基準を定めています。
建物を建てる場合は、建築基準法で定める基準や手続きを守り適正に工事
を進め、工事が完了した時には安全であるか検査を受けましょう。また、
新築時は適法でもその後の改修や用途の変更により違反になってしまう場
合があります。改修などの際には、建築士や担当窓口にご相談ください。
問合せ●成田土木事務所建築宅地課☎ 0476-26-4854
　多古町都市計画課都市計画係☎ 76-5408

10月15日～21日は違反建築防止週間です
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